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先進的な取組み導入事例 

 公共交通システムごとに、先進的な取組み導入事例を整理する。 

 

運行の種類 導入地域 導入事例の特徴 

定時定路

線型 

コミュニティ

バス 

千葉県市原市  地元の青葉台コミュニティバス協議会が運行主体 

 地元協議会で毎月ニュースを発行し、協賛企業・商店

から広告費を計上 

乗合タクシー 神奈川県秦野市  民間バス路線の廃止に伴い、上地区公共交通協議会が

運行主体 

 運行ルートやダイヤ等の話し合いの他、路線及び停留

所の名称決定や停留所の設置など地元が主体となって

運行を開始 

神奈川県川崎市 

麻生区 

 実証運行を数回行い、採算性の見込みが立ったため、

平成 23年９月より本格運行へ移行 

 利用を促す「子供の絵」の掲示や、チラシ配布、収入

増加策として企業協賛による広告収入やサポーター割

引制度を導入 

神奈川県横浜市

戸塚区 

 地域が利用案内チラシの配布などに関与し、利用者数

の増加。実証運行から本格運行へ移行 

デマンド

型交通シ

ステム 

定路線型 神奈川県松田町  ３ヶ月間ごとに運行概要の見直しを実施。自由降車可

能エリアや曜日毎の運行ダイヤの見直し等工夫 

岩手県雫石町  ＮＰＯサポートセンターが運行主体 

 予約代行サービス（施設で予約電話が可能）、予約専

用直通電話を設置するなど地元商店と一体的に実施 

区域運行型 茨城県日立市  ＮＰＯ法人が運行主体 

 全住民から会費（１世帯 1,500円/年）を徴収し、地域

住民がオペレーターや運転手を担当 

三重県玉城町  ＩＣＴを利活用し、オンデマンドバス、安全見守りサ

ービスや安全情報配信サービスを展開 

 スマートフォンを高齢者に配布し、デマンドバスの予

約などが可能。主要施設に端末を設置 

迂回ルート型 和歌山県 

みなべ町 

 山間部等で迂回ルート区間を設定し、基本路線から離

れた地区はデマンド停留所を設け、予約に応じて寄り

道運行 

  

参考資料 
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事例１：定時定路線型・コミュニティバス「あおばす」（千葉県市原市） 

実
施
経
緯
等 

市原市は広大な市域で人口密度が低いこと等から、バスネットワーク及び運行サービスは十

分でなく、民間バス路線の減便・廃止等が相次ぎ、公共交通空白地区が存在し、「地域の安全な

足・身近な足」となるバス交通の充実が急務となっていたことから、地元意向等が強かった「市

原市青葉台地区」を対象に地元説明会などを行った。平成 16年には地元による運行の検討（運

行ルート、時間帯など）を行い、平成 17年には、町会が「青葉台コミュニティバス運営協議

会」の設置や、運行委託先を決定し、平成 17年 11月より運行を開始した。 

運行開始後も運営協議会で毎月ニュースを発行し、企業による協賛金を徴収。 

施
策
概
要 

・運行ルート：１ルート（姉崎駅東口～帝京大学病院） 

・運行日：月～土曜日（日曜日、祭日運休） 

・運行時間帯：６時 00分～23時 00分まで 

・運行間隔（本数）：平日 23本/日（内、急行 15本/日） 

          土曜日 15本/日（内、急行８本/日） 

・運行車両：小型ノンステップバス１台 

・運賃：100～210円 

・運行主体：青葉台地区コミュニティバス運営協議会（青葉台６丁目、７丁目、市原ダイアパ

レスの３町会が共同で運営） 

・運行事業者：バス事業者（小湊鉄道㈱） 

・利用者数：平日 371人/日、土曜日 155人/日（※平成 23年度実績） 
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※運営協議会が毎月「あおバスニュース」を発行 

※町内会子供たちによるポスター 
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事例２：定時定路線型・乗合タクシー「行け行けぼくらのかみちゃん号」（神奈川県秦野市） 

実
施
経
緯
等 

 秦野市・上地区では、湘南神奈交バス３路線（松田ラ

ンド線、みくるべ線、新松田線）の退出意向が明らかに

なったことを受けて、上地区交通確保検討協議会を設立

し、月１回のペースで開始を開催した。 

協議会では、地域住民のニーズを把握した上で、運行

形態、ルート、ダイヤ、及び見直しをする際の目標基準

等について話し合いを重ねて、実証運行サービスの概要

を検討した。また、路線及び停留所の名称や、愛称等も

地元で決定し、停留所の設置（旧バス停のペンキ塗りな

ど）・清掃等も行い、平成 23年 10月より実証運行を開

始した。 

施
策
概
要 

・運行ルート：３ルート（湯の沢線、みくるべ線、柳川・八沢線） 

・運行日：月～金曜日（平日のみ） 

・運行時間帯：５時 55分～19時 24分まで 

・運行間隔（本数）：湯の沢線 20本/日、みくるべ線 10本/日、柳川・八沢線９本/日 

・運行車両：ワゴン型車両１台（10人乗り） 

・運賃：200～300円 

・運行主体：上地区交通確保検討協議会 

・運行事業者：タクシー事業者（㈱愛鶴 

・利用者数：3.13人/便（※平成 23年 10月～24年３月） 
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事例３：定時定路線型・乗合タクシー「山ゆり号」（川崎市麻生区高石地区） 

実
施
経
緯
等 

 川崎市では坂が多く路線バスが利用しづらい等の地域（麻生区高石地区、宮前区有馬・東有

馬地区など）において、市民の移動手段の対応が課題となっていた。このため、川崎市では、

課題解決に向けて、地域住民が主体となったコミュニティ交通の導入に向けた取組みに対して

支援を行っており、麻生区高石地区では、平成 16年 11月に地元協議会を設立し、18年度に１

ヶ月間、19年度に３ヶ月間の試験運行を行ったが、採算性の面で課題があった。 

平成 22年度は運行ルートの見直しや、収入増加策等を検討した上で、３ヶ月間実証運行を実

施、採算性の見込み（収支率 107％）が立ったため、平成 23年９月より本格運行へ移行した。 

 地域住民（運営協議会）で、各戸、駅、病院、スーパー等へのチラシ配布、名称「やまゆり

号」と花のデザイン作成、利用を促す沿道掲示板への「子供の絵」の掲示等を実施するととも

に、収入増加策として企業協賛による広告収入（車体掲示）や「サポーター割引制度（年間登

録費の徴収）」の導入等を行っている。 

施
策
概
要 

・運行ルート：高石団地前～百合ヶ丘駅～高石団地前（循環） 

・運行日：平日のみ（土曜日、日曜日、祝日運休） 

・運行時間帯：９時 35分～18時 13分まで 

・運行間隔（本数）：平日 12本/日（往復合計 24本/日、30分間隔） 

・運行車両：ワンボックスカー１台（８名） ※市で購入し、運行主体に貸与 

・運賃（下表参照） 

 大人 小児 備考 

① 基本運賃 300円 100円  

② 70歳以上・障害者等 200円 無料 基本運賃から大人 100円割引 

③ サポーター割引制度登

録者 

250円 － 基本運賃から大人 50円割引 

④ ②＋③の方 150円 － 基本運賃から大人 150円割引、小児

50円割引 

・運行主体：山ゆり交通事業運営委員会 

・運行事業者：タクシー事業者（㈱高橋商事） 
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事例４：定時定路線型・小雀乗合バス「こすずめ号」（横浜市戸塚区） 

実
施
経
緯
等 

戸塚区小雀町の西地区では、高齢化が進む一方、バス停まで遠い箇所もあり、町内会を中心

とした「小雀西地区交通対策委員会」を設立し、「横浜市地域交通サポート事業」を活用して検

討を進め、平成 20年 10月より乗合タクシーの実証運行を行った。 

実証運行開始当初の平均利用者数は 110人/日程度であったが、地元組織で利用案内チラシの

配布などを行い、140人/日程度に増加し、事業性の目途が立ったことから、平成 21年７月より

本格運行へ移行した。 

※横浜市地域交通サポート事業とは 

  坂道が多い横浜市では、既存バス路線がない地域などで、地域住民による交通手段の導入

へ向けた取組みが多く見られ、これら地域での主体的な取組みがスムーズに進むように、運

行に至るまでの事業の立ち上げに対して支援を行う事業である。 

 （基本的な考え方） 

  ○安全・安心な運行 →本格運行される場合は、国から乗合・乗用業務の許可を得ている

緑ナンバーを有するバス・タクシーによる運行を基本とする。 

  ○地域の盛り上がり →地域の交通手段を地域の力で実現していくという意識を持ってい

ただくように、多くの方が利用し、将来に渡って安定した経営を目指す。 

  ○財政支援に頼らない運行 →本格運行に対しては、行政から財政支援は行わない。車両

は事業者又は地域で確保し、運行経費は運賃や地域の資金（協賛金、自治会の負担金等）

でまかなうことを前提とする。 

 

施
策
概
要 

・運行ルート：大船駅東口～（笠間十字路）～小雀西地区 

・運行日：毎日 

・運行時間帯：平日６時台～22時台、休日９時台～21時台まで 

・運行間隔（本数）：平日 26本/日、休日 13本/日 

・運行車両：13人乗りワンボックスカー１台 

・運賃：300円（未就学児は無料） 

・運行主体：小雀西地区交通対策委員会 

・運行事業者：タクシー事業者（㈱共同） 
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事例５：定路線型デマンド交通システム「デマンドバス・マツゾー」（神奈川県松田町） 

実
施
経
緯
等 

 松田町内の神山・寄地区では、路線バス（寄～新松田駅）が唯一運行中であったが、利便性

や快適性が十分確保されていなかったため、同地区における定住環境の質の向上を目指して、

路線バスを補完しつつ、交通空白・不便地域の解消を図るため、デマンド方式による新たな交

通手段を導入した。 

 デマンドバスは平成 23年１月より３ヶ月間のテスト運行を開始し、その後、概ね３ヶ月毎に

運行ダイヤ等の見直しを行い、平成 24年４月から運行中のデマンドバス９月末で終了予定とな

っている。平成 24年４月からは、車両数（３台→１台）の変更や、運行経路の縮小（ゴルフ場

など利用の少ない区間）や時刻表の変更を行っている。 

 平成 24年 10月以降については、白紙状態で、交通弱者対策等を念頭に新たな展開を検討す

ることになっている。 

施
策
概
要 

・運行ルート：１ルート（新松田駅～湯の沢～寄地域） 

・運行日：月～金曜日（土曜日、日曜日、祭日運休） 

・運行時間帯：５時 55分～21時 38分まで（金曜日のみ 23時 08分まで） 

・運行間隔（本数）：13便/日（金曜日のみ 14便/日） 

・運行車両：ワンボックス車両１台 

・運賃：無料 

・運行主体：松田町 

・運行事業者：バス事業者（富士急湘南バス㈱） 
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事例６：定路線型（ＮＰＯ主体）デマンド交通システム「あねっこバス」（岩手県雫石町） 

実
施
経
緯
等 

 雫石町では、岩手県交通株式会社が町内で完結する全てのローカルバス８路線について平成 16

年３月末に運行が打ち切られ、交通弱者である児童生徒、学生や高齢者への十分な住民輸送サー

ビスが確保できなくなることが予想された。 

 このため、検討委員会を立ち上げ、「よりよい地域交通は住民の手で」を基本コンセプトとして

検討を進め、平成 16年４月から新たな地域交通システム（電話予約制）を運行開始した。 

施
策
概
要 

・運行ルート（エリア）：６ルート（御明神線、西山線、西根線、小岩井線、鴬宿線、大村線） 

・運行日：毎日運行 

・運行時間帯：７時 00分～19時 30分まで 

・運行間隔（本数）：月～金曜日全路線６往復、土日祝祭日３往復 

・運行車両：９人乗りジャンボタクシー４台、５人乗りタクシー２台 

・運賃 

 ・基本料金：１乗車 200円（一般利用者、中・高校生、障害者、65歳以上の方）、100円（小学

生以下） 

 ・回数券：200円 11枚綴り（2,000円）、100円 11枚綴り（1,000円） 

・運行主体：しずくいし・いきいき暮らしネットワーク 

・運行事業者：タクシー事業者（㈲雫石タクシー） 

・利用方法 

 ・予約は乗車希望便発車時刻の 30分前（冬季間（12～３月）は１時間前）までに申し込みが必

要（受付時間：毎日午前８時から午後６時まで） 

 ・上下線とも始発の便は前日予約が必要 

 ・予約内容は氏名、路線名、乗車希望便名、乗車停留所、目的地の停留所などを予約センター

の受付に伝える 

・その他 

・予約代行サービス：高齢者や障害者など予約が不便な方には、目的地の停留所から帰宅する

際に、役場や郵便局、病院、銀行など主な施設で予約電話をかけてくれる 

・あねっこバス予約専用直通電話：町立雫石病院、役場、診療所など 10箇所に設置（受話器を

上げるだけで予約センターへつながる、料金無料） 

・チケット取扱店：町内の主な商店等でチケットを販売 
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事例７：デマンド型交通システム（区域運行型）・乗合タクシー「なかさと号」（日立市中里地区） 

実
施
経
緯
等 

 日立市西部の中里地区は、公共交通空白地域で、高齢者等の足を確保するため、日立市社会

福祉協議会が実施主体となってデマンド型乗合タクシーを運行していた。 

その後、懇談会やシンポジウムを開催し、「責任と費用の分担」について議論を高め、利用者

からの声によって、地域が自分たちで考え、判断することとなり、地域が乗合タクシーを運行

するためのＮＰＯ法人（助け合いなかさと）を平成 21年５月に設立した。 

運行に際しては、全住民から会費（１世帯 1,500円/年）を徴収し、オペレーターや運転員

も地域住民で行っている。 

施
策
概
要 

・運行方式：デマンド型乗合タクシー 

・運行期間：平成 21年４月～平成 23年３月末 

・運行日：平日のみ（土曜日、日曜日、祝日運休） 

・運行時間帯：８時 30分～15時 30分まで 

・運行間隔（本数）：４便 

・運行車両：ワンボックスカー２台（８名） 

・運賃：高校生以上 300円、小中学生 150円 

・運行主体：ＮＰＯ法人「助け合いなかさと」 

・運行従事者：地域住民などが運転手を担当 

・利用状況：約 25人/日（平成 21年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

▲各自治体で懇談会を開催 ▲シンポジウムの開催 

▲オペレーター（地域住民） ▲利用状況 

▲運行エリア 
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事例８：デマンド型交通システム（区域運行型）・乗合タクシー「元気バス」（三重県玉城町） 

実
施
経
緯
等 

 玉城町では、平成８年度に民間バス路線の大幅縮小に伴い、平成９年度よりマイクロバス２

台で福祉バスの運行を開始したものの、利用者数が少なかったため、平成 21年 11月より東京

大学大学院との共同研究を行い、平成 23年１月よりオンデマンド形式（コンビニクル）による

実証運行を開始した。 

 導入に当っては、住民が安心して元気に暮らすことができる町を目指して、60歳以上の高齢

者に携帯型簡易予約端末（スマートフォン）を配布し、オンデマンドバスの予約サービスだけ

でなく、安全見守りサービス（緊急通報等）や安全情報配信サービス（台風などの防災情報、

町の広報など）など ICTを利活用し総合的に展開した。 

施
策
概
要 

・運行ルート（エリア）：玉城町全域 

・運行日：毎日運行（年末年始のみ運休） 

・運行時間帯：９時 00分～17時 00分まで 

・運行車両：ジャンボタクシー３台 

・運賃：無料（実証運行中のため） 

・運行主体：玉城町/玉城町社会福祉協議会 

・運行事業者：タクシー事業者 
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事例９：迂回ルート型デマンド交通システム「みなべコミバス」（和歌山県みなべ町） 

実
施
経
緯
等 

みなべ町内には、ＪＲ紀勢本線、明光バス、龍神バスが運行中であるが、これら路線を利用

できる地区は一部に限られ、全町的に高齢化が進んでいた。南部町・南部川村合併による「新

町まちづくり計画」の中で、高齢者など交通弱者の利便性向上などを図るための身近な交通機

関の導入することが提案され、検討を重ねてきた。 

そこで、町が運営する交通手段としてコミュニティバスとデマンドタクシーを運行すること

が適当かどうか検証するため、平成 17年 10月から平成 19年３月末まで、第１期、第２期、期

間延長と試行運行を実施し、平成 19年４月１日から本格運行を開始した。 

施
策
概
要 

・運行ルート（エリア）：４ルート（中心部ルート、山間部ルート（東部・西部）、岩代ルート） 

・運行日：中心部ルート 月・水～日・祝日 

     山間部ルート（東部ルート）月・水・金曜日、（西部ルート）火・木・土曜日 

     岩代ルート 火・木・土曜日 

・運行時間帯：８時 00分～18時 00分まで 

・運行間隔（本数）：中心部ルート ６本/日 

          山間部ルート（東部ルート）3.5本/日、（西部ルート）3.5本/日 

           岩代ルート ３本/日 

・運行車両：９人乗りタクシー、５人乗りタクシー 

・運賃：大人（中学生以上）300円、小人（小学生以下）150円、乳幼児（２歳以下）無料 

・運営主体：みなべ町 

・運行事業者：タクシー事業者（南部タクシー） 

・利用方法：各便発車時刻まで電話予約が可能。路線上であればどこでも乗り降り可能。 

・その他：基本路線を予約に応じて運行し、基本路線から離れた地区にはデマンド停留所を設

け、予約に応じて寄り道運行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【中心部ルートの変更点】 

●第１期運行開始以降 

・11月以降：フリー乗降 

・１月以降：運行日の変更（日曜日運休→火曜日運休） 

・12月下旬：老人会等へチラシ配布 

●第２期（平成 18年４月～９月） 

・車両の小型化、デマンド方式 

 

【山間部ルート、岩代ルートの変更点】 

 ・デマンド停留所の追加などを実施。 
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    ■山間部コース 


